
２平成 29 年 3 月 1 日　広報ふっさ　No.970042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

納税は　納期内で　元気な福生

防
災
無
線
の
放
送
内
容
が
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。【
専
用
電
話
番
号
】
☎
539
・

２
０
６
１
ま
た
は
☎
539
・

２
０
６
２

交
通
安
全
講
習
会
を
開
催
し
ま

す
　

交
通
安
全
を
意
識
し
た
行
動

を
と
る
こ
と
で
、
事
故
に
遭
う

危
険
性
を
軽
減
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
新
生
活
を
迎
え
る

大
事
な
時
期
で
す
。
交
通
安
全

意
識
の
再
点
検
を
し
ま
し
ょ

う
。

【
日
時
】
3
月
17
日
㈮
午
後
7

時
～
8
時
（
6
時
30
分
開
場
）

【
場
所
】
市
民
会
館
小
ホ
ー
ル

(

つ
つ
じ
ホ
ー
ル)

【
定
員
】
240
人
※
申
込
み
不
要

法
テ
ラ
ス「
無
料
法
律
相
談
会
」

の
お
知
ら
せ

【
日
時
】
3
月
18
日
㈯
午
前
8

時
50
分
～
正
午

【
場
所
】
市
役
所
1
階
第
1
相

談
室

【
定
員
】
先
着
5
人

税
理
士
に
よ
る
無
料
相
談
会
の

お
知
ら
せ

　

税
の
専
門
家
で
あ
る
税
理
士

が
、
相
続
税
等
の
ご
相
談
に
個

別
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

【
日
時
】
3
月
29
日
㈬
午
後
1

時
30
分
～
4
時
30
分

【
場
所
】
市
役
所
1
階
第
1
相

談
室

【
相
談
員
】
税
理
士

【
定
員
】
先
着
6
人
※
要
予
約

【
申
込
み
】
3
月
6
日
㈪
か

ら
秘
書
広
報
課
広
報
広
聴
係 

☎
551
・

１
５
２
９
へ
。

課
税
課
資
産
税
係
か
ら
の
お
知

ら
せ

①
土
地
・

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

　

納
税
者
の
方
が
自
己
の
土

地
、
家
屋
と
ほ
か
の
土
地
、
家

屋
の
価
格
を
比
較
す
る
た
め
、

土
地
・

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

の
縦
覧
が
で
き
ま
す
。

【
縦
覧
期
間
】
４
月
１
日
㈯
～

５
月
31
日
㈬
（
日
・

祝
日
は
除

く
）

【
縦
覧
で
き
る
方
】
固
定
資
産

車両の登録・廃車・変更等の手続き場所について

　軽自動車税は、毎年 4 月 1 日現在所有して

いる方に課税されます。住所（定置場）変更

や譲渡および登録・廃車等をする場合は、下表

の各機関でお手続きをしてください。

【問合せ】課税課市民税係☎ 551・1610

ご
利
用
く
だ
さ
い　
　
　
　
　

 

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
議
会
中
継

　

仕
事
や
子
育
て
な
ど
で
傍
聴

に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
も
、
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
等

で
本
会
議
の
様
子
を
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。「
市
民
に
開
か
れ
た

わ
か
り
や
す
い
議
会
」
を
一
層

推
進
す
る
た
め
、
積
極
的
に
議

会
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
。

【
配
信
内
容
】
本
会
議
の
ラ
イ

ブ
映
像
と
録
画
映
像

 平成 23 年３月 11 日に発生し

た東日本大震災では、震源地か

ら遠い東京都内でも多くの被害

がありました。

　地震が起きたときは、何よりもまず自

分の命を守ること、そしてけがをしない

ことが大切です。

【問合せ】福生消防署予防課☎ 552・0119

○地震その時 10 のポイント
地震時の行動
①地震だ！　まず身の安全

地震直後の行動
②落ち着いて　火の元確認　初期消火

③あわてた行動　けがのもと

④窓や戸を開け　出口を確保

⑤門や塀には　近寄らない

地震後の行動
⑥火災や津波　確かな避難

⑦正しい情報　確かな行動

⑧確かめ合おう　わが家の安全　隣

の安否

⑨協力し合って　救出・救護

⑩避難の前に　安全確認　電気・ガ

ス

地震から身を守ろう！

市役所の時間外開庁取扱業務の一部見直しについて

　平成 29 年 4 月から、市役所の時間外開庁の取扱業務について、

市民サービスの向上や効率性を考慮し、下表の通り変更を行いま

す。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

●除外（廃止）する業務
①自転車駐車場使用料の減免に関する業務等（安全安心まちづく
り課）⇒自転車駐車場管理人室（指定管理者）で直接行えること

になり、市役所で手続きをする必要がなくなるため。

②就学援助・学籍に関する業務等（教育部教育支援課）⇒時間外

開庁時の利用者が非常に少ないため。

【問合せ】企画調整課企画調整担当☎ 551・1528

▼時間外開庁実施部署の一覧
【時間外開庁の時間】水曜日の夜間（午後８時まで）および土曜日（午
前８時 30 分～午後５時 15 分※昼休みを除く）

課名 業務内容 変更点
総合窓口課

各課における通常業務を
行っています。ただし、他
の機関等が業務を行ってい
ないことなどに起因して、
一部取扱ができない業務が
ありますのでご注意くださ
い。

変更はありま
せん。

課税課
収納課
保険年金課
社会福祉課
障害福祉課
介護福祉課
健康課
子ども育成課
会計課
安全安心まちづくり課 自転車駐車場関連業務など 平 成 29 年 ４

月１日から廃
止します。

教育支援課学務係
学籍に関する業務、就学援
助に関する業務など

※自転車駐車場の使用料減免に関する業務は、４月１日から指定管理者が行う
ことになるため、　市役所で手続きする必要がなくなります。ただし、免除要
件の証明書類関係で市役所担当窓口での手続きが必要となる場合があります。

【
相
談
員
】
弁
護
士

【
申
込
み
】
3
月
13
日
㈪
か

ら
秘
書
広
報
課
広
報
広
聴
係 

☎
551
・

１
５
２
９
へ
。
※
土
・

日
曜
日
を
除
く
。

※
法
テ
ラ
ス
（
日
本
司
法
支
援

セ
ン
タ
ー
）
は
、
資
力
が
乏
し

い
方
の
た
め
の
法
律
相
談
・

裁

判
費
用
の
立
て
替
え
な
ど
を

行
っ
て
い
る
公
的
な
法
人
で

す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

※
録
画
映
像
は
、
過
去
の
会
議

を
会
議
名
や
議
員
名
、
用
語
な

ど
で
検
索
し
て
ご
覧
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
ア
ク
セ
ス
方
法
】市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
、
福
生
市
議
会
「
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
」
に
ア
ク
セ
ス

し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
議
会
事
務
局
庶
務

係
☎
551
・

１
５
２
３

税
の
納
税
者
お
よ
び
そ
の
同
居

の
家
族
、
も
し
く
は
納
税
者
の

委
任
ま
た
は
代
理
人
の
選
任
を

受
け
た
方（
納
税
者
の
委
任
状
、

代
理
人
選
任
届
等
の
書
類
が
必

要
で
す
。）

【
縦
覧
方
法
】
印
鑑
お
よ
び
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
納
税

通
知
書
、
課
税
明
細
書
、
運
転

免
許
証
等
）
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

②
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

に
つ
い
て

　

納
税
義
務

者
、
借
地
借

家
人
の
方
は
、

固
定
資
産
の

課
税
内
容
を

確
認
し
て
い

た
だ
く
た
め
に
、
該
当
す
る
固

定
資
産
課
税
台
帳
を
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
納

税
義
務
者
の
方
に
は
課
税
台
帳

の
閲
覧
に
か
え
て
、
名
寄
帳
の

写
し
を
交
付
し
ま
す
。

【
閲
覧
期
間
】
通
年
（
日
・

祝
日
・

年
末
年
始
は
除
く
）

【
閲
覧
で
き
る
方
】
固
定
資
産

税
の
納
税
義
務
者
お
よ
び
同
居

の
家
族
、
借
地
借
家
人
も
し
く

は
納
税
義
務
者
の
委
任
ま
た
は

代
理
人
の
選
任
を
受
け
た
方

（
納
税
義
務
者
の
委
任
状
、
代

理
人
選
任
届
等
の
書
類
が
必
要

で
す
。）

【
閲
覧
方
法
】
印
鑑
お
よ
び
本

人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
納
税

通
知
書
、
課
税
明
細
書
、
運

転
免
許
証
等
）
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。
な
お
、
借
地
借
家

人
の
方
が
閲
覧
す
る
場
合
は
、

そ
の
旨
を
証
明
で
き
る
書
類

（
借
地
借
家
契
約
書
、
地
代
家

賃
の
領
収
書
な
ど
）
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

【
手
数
料
】１
件
200
円（
た
だ
し
、

納
税
義
務
者
の
方
は
、
縦
覧
期

間
中
は
29
年
度
分
の
閲
覧
は
無

料
で
す
。）

〈
①
②
共
通
〉

【
縦
覧
・

閲
覧
時
間
】
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
（
た

だ
し
、
水
曜
日
は
午
後
８
時
ま

で
。
土
曜
日
の
正
午
か
ら
午
後

１
時
は
除
く
）

【
縦
覧
・

閲
覧
場
所
】
市
役
所

1
階
4
番
課
税
課
窓
口

【
問
合
せ
】
課
税
課
資
産
税
係

☎
551
・

１
６
１
４

●車両の登録・廃車・変更等の手続き場所
◎原動機付自転車（125cc 以下） 
◎小型特殊自動車

市役所 1 階 4 番課税課市民

税係☎ 551・1610

◎軽二輪（125cc 超 250cc 以下） 
◎小型二輪（250cc 超）

東京運輸支局八王子自動車

検査登録事務所（八王子市

滝山町 1-270-2）

☎ 050・5540・2034

◎三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会東京主管

事務所八王子支所（青梅市

新町 6-18-2）

☎ 050・3816・3103

【
内
容
】
交
通
安
全
映
画
上
映
・

交
通
安
全
講
話
（
手
話
通
訳

有
り
）

▼
ふ
っ
さ
桜
ま
つ
り
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
企
画

　

講
習
会
へ
参
加
し

た
方
に
、
桜
ま
つ
り

に
ち
な
ん
で
ピ
ン

ク
色
の
反
射
材
リ

ス
ト
バ
ン
ド
を
配
布
し
ま
す
。

　

こ
の
配
布
し
た
反
射
材
を

身
に
つ
け
、
第
34
回
ふ
っ
さ
桜

ま
つ
り
本
部
テ
ン
ト
で
提
示
し

て
い
た
だ
い
た
方
に
は
粗
品
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
！
（
ふ
っ

さ
桜
ま
つ
り
開
催
期
間
中
の

土
・

日
曜
日
の
み
）

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１


